
令和７年９月 18 日 

文 化 庁 著 作 権 課 

 

 

 

「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

 

 

標記のパブリックコメント募集について、令和７年８月１日から令和７年８月 31日までの期間、

電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム・電子メール・郵便を通じて、広く国民の皆様から

御意見の募集を行いましたところ、本件に関して 15件の御意見をいただきました。 

 主な御意見の概要及びそれに対する文化庁の考え方は別紙のとおりです。 

今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 
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（別 紙） 

分類 主な御意見の概要 御意見に対する文化庁の考え方 

１.指定

補償金管

理機関に

ついて 

指定補償金管理機関については、著作権

者等が得るはずだったお金を補償金等とし

て預かるため、指定にあたっては、機関の

継続性も含めて厳正な審査をお願いした

い。また、指定の結果については国民にも

広く周知していただきたい。 

提出された書類を基に、申請者が補償金

管理業務を適正かつ確実に行うことができ

るかを厳正に審査した上で指定を行ってま

いります。また、指定をした際には、官報

及び文化庁ホームページで周知を行う予定

です。 

指定補償金管理機関について、その重要

性に鑑み、補償金及び担保金の受領と分配

の状況を記載した資料も公表するべきでは

ないか。 

指定補償金管理機関は事業報告書を作

成・公表することとされているところ、補

償金及び担保金の受領と分配の状況につい

ても、事業報告書に記載されることとなる

と考えています。 

２.登録確

認機関に

ついて 

登録確認機関の登録の要件に、行政書士

や司法書士、弁護士などの国家資格を持つ

者又はそれに準じる資格を持つ者がいるこ

とを加えるべきではないか。 

 

登録確認機関の業務は、申請の受付に関

する業務、要件確認に関する業務、使用料

相当額算出に関する業務であるところ、令

和５年の著作権法改正後の著作権法（以下

「新法」という。）においては、登録の要件

として、確認等事務に従事する者のうちに、

「著作権及び著作隣接権の管理に関する経

験を有する者」及び「使用料相当額算出に

必要な知識及び経験を有する者」が含まれ

ていることとされています。新法のこれら

の規定を踏まえ、行政書士や司法書士、弁

護士などの国家資格を持つ者を要件とする

のではなく、著作権等管理事業者の行う著

作権等管理事業としての一定の業務経験を

求めることが妥当であると考えています。 

登録確認機関の確認等事務規程につい

て、担当者の責任の所在を明確にするため、

確認等事務を行う担当者が備えるべき専門

性を規程に明記させるべきではないか。 

登録確認機関の業務は、申請の受付に関

する業務、要件確認に関する業務、使用料

相当額算出に関する業務であり、新法にお

いて、登録の要件として、確認等事務に従

事する者のうちに、「著作権及び著作隣接権

の管理に関する経験を有する者」及び「使

用料相当額算出に必要な知識及び経験を有

する者」が含まれていることとされていま

す。確認等事務は登録確認機関が組織とし

て行うものであるため、必ずしも個々の事

務担当者が備えるべき専門性を規程に明記

する必要はなく、組織内に必要な専門性を
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有した者がいることが担保されることが重

要であり、この点は指定の審査によって担

保されることとなります。 

登録確認機関の確認等事務規程に係る著

作権等管理事業者への意見聴取の結果につ

いて、記載事項を明確にするべきではない

か。 

著作権法施行規則では、第 22条の２のよ

うに記載事項を省令で定めない例もあり、

必ずしも意見聴取の結果の記載事項を省令

において定める必要はないものと考えてい

ますが、登録確認機関に対し、記載事項に

ついて必要に応じて助言を行う予定です。 

登録確認機関は毎事業年度終了後に事業

報告書により確認等事務の実施状況につい

て報告することとされているが、文化庁長

官への確認等事務の結果の送付が遅れた件

数が多い場合や、遅れた理由が適切でない

場合には、登録確認機関の登録を取り消す

こととなるのか。 

仮にご指摘のような事態があれば、まず

は新法第 104条の 41に基づき、確認等事務

の結果の送付が遅れた理由等について登録

確認機関から報告徴収や立入検査を行うこ

ととなります。その上で、登録確認機関が、

確認等事務を公正に行わない、又は確認等

事務規程に従わずに事務を行っているなど

の不適正な状況が認められる場合には、新

法第 104 条の 43 に基づく改善命令を行う

ことが考えられます。それでも改善が見ら

れない場合には登録を取り消すなどの対応

を行うこととなるものと考えています。 

登録確認機関が、裁定を受けようとする

者その他の利害関係人から財務諸表等の交

付を請求された際に、電磁的な手段での交

付を原則とすることには賛成だが、電磁的

記録の取扱いが困難な利用者に配慮して、

紙面での交付も可能とするべきではない

か。 

新法第 104 条の 39 第２項第４号におい

て、登録確認機関が財務諸表等を電磁的記

録をもって作成している場合においても、

請求者において書面での交付の請求を行う

ことは可能とされています。 

登録確認機関は使用料相当額算出の根拠

を公開するべきではないか。 

使用料相当額算出の方法に係る部分を含

む確認等事務規程については、文化庁長官

が文化審議会に諮問した上で認可すること

とされています。この過程で確認等事務規

程は公開されることとなると考えていま

す。 

登録確認機関の確認等事務について、や

むを得ない事情がある場合には 7営業日を

超えて、その結果を文化庁長官に送付する

ことができることとされているが、やむを

得ない事情がある場合の送付期限について

も設定するべきではないか。 

「やむを得ない事情」には、使用料相当

額算出に時間を要する場合以外にも、自然

災害による業務の継続困難などの様々な事

情が含まれるところ、やむを得ない事情が

ある場合の送付期限を一律に定めることは

できないと考えています。 
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登録確認機関が備え付ける帳簿の記載事

項について、「要件確認及び使用料相当額算

出の結果」を記載することとされているが、

使用料相当額算出の根拠となる情報も加え

るべきではないか。 

使用料相当額算出の根拠となる情報は、

案件によっては大部にわたる可能性もある

ため、帳簿の一覧性の観点から、帳簿の記

載事項にはしないこととしています。ただ

し、登録確認機関においては、申請書類等

の適切な管理を通じて、使用料相当額算出

の根拠となる情報を適切に保管する必要が

あると考えています。 

３．どち

らの機関

にも関わ

ること 

指定補償金管理機関及び登録確認機関は

著作隣接権に関する裁定の手続についても

関わることとなるのか。 

未管理著作物裁定制度に関する新法の規

定は新法第 103 条において著作隣接権につ

いて準用されているため、両機関は著作隣

接権に関する裁定の手続についても関わる

こととなります。 

指定補償金管理機関及び登録確認機関に

ついては、その重要性に鑑み、財務状況の

外部監査を受けること、役員に利益相反が

ないことなどを義務付けるなど、規律を強

めるべきではないか。 

仮に両機関の運営状況において懸念があ

れば、新法 104条の 28及び第 104条 41に

基づき報告徴収や立入検査等を行い、事実

関係等を確認することとなります。その上

で不適切な実態があることが認められた場

合には、新法第 104 条の 29 及び第 104 条

の 43などに基づき、監督命令や改善命令を

出すことが可能であり、必要に応じて、こ

れらを通じて両機関の適正な運営を確保し

てまいります。 

指定補償金管理機関や登録確認機関の必

要性や役割について、日本国外の権利者等

からも関心が寄せられているため、周知活

動を行う際には英語の資料も作成してほし

い。 

令和 7年 12月末頃を目途に、指定補償金

管理機関及び登録確認機関の役割の説明等

含む未管理著作物裁定制度に関するガイド

ライン（概要版）を日本語及び英語で作成

し、公表する予定です。 

本省令案は、改正著作権法の円滑かつ公

正な施行を支える重用な基盤を形成するも

のであり、その趣旨及び内容に賛同する。 

貴重な御意見をいただきありがとうござ

います。 

※ なお、今回の省令案に直接関係する上記の御意見の他に、今回の省令案に直接関係のない御意見を

56 件いただきました。貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。 


